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第1章  計画の目標と基本方針 
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1.1  計画の目的 

 

見附市では、これまでに市街地を循環するコミュニティバス、市街地と周辺地

域を結ぶデマンド型乗合タクシーと路線バス、周辺市などの広域を結ぶ路線バス

と鉄道と、それぞれの役割を明確にすることで公共交通の運行効率化と市民の自

由な移動の確保を図ってきました。 

しかしながら、コミュニティバスの利用者は増加しているものの、路線バスの

利用者は減少傾向にあり、バス路線の減便や廃止などにより市街地と周辺地域と

で公共交通の利便性の格差が生じています。 

また、今後ますます進展する高齢化や、公共交通の運転手不足の深刻化など、

公共交通を取り巻く環境が変化しています。 

そこで、これらの社会状況の変化を見据えながら、まちづくり等の地域戦略と

一体となった持続可能な公共交通網を構築するため、令和 3 年度に「見附市地域

公共交通計画」を策定しました。 

 

本計画は、見附市地域公共交通計画に基づき、目指す都市像である「スマート

ウエルネスみつけ」に向けて、「住んでいるだけで健やかに幸せに暮らせるまち」

の実現に向けたアクションプランとして、公共交通の利便性向上による利用促進

を図るための具体的な事業を定めたものです。 

 

 

1.2  計画の対象区域と期間 

 

○対象区域：見附市全域 

○対象期間：2025 年 10 月(令和７年 10 月)から 2027 年３月(令和 9 年３月)ま

での 1年 6ヶ月間 
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1.3  移動サービスの役割と目指す移動サービス体系の整理 

 

1.3.1  各移動サービス・移動手段の役割 

 

表 各移動サービス・移動手段の役割 
 

エリア 交通手段 役割 

市街地 

コミュニティバス 

○市街地を中心とした生活サービス機能拠点を結ぶルートを

運行し、市街地内における基幹路線として、市内の通勤・通

学、日常生活における移動や観光客の移動を担っています。 

レンタサイクル 
○環境や健康への意識を促進するだけでなく、観光利用等を

中心に気軽に街中を周遊する際の移動を担っています。 

周辺地域 

デマンド型乗合タクシー 

○バスが運行していない公共交通空白地域の解消を目的とし

て、今町田園地区や新潟地区等の一部地域と市街地間を結

ぶことで、鉄道や路線バスでは移動できない地域における

移動を担っています。 

路線バス 

○見附駅や道の駅パティオにいがたを含む市街地周辺と田井

地区等の地域生活拠点間を結び、市内における基幹路線と

して、通勤・通学、日常生活における移動を担っています。 

コミュニティワゴン 

○運転業務や運行計画を各地域コミュニティが実施する中で、

各地域と市街地を結ぶ定期運行や、地域のイベントでの送

迎として地域の実情に合った細かな移動を担っています。 

広域 

路線バス 
○市外（長岡市・三条市）への通院、通勤、通学、買い物等の広

域的な移動を担っています。 

鉄道 
○信越本線が見附駅に停車しており、長岡市や新潟市等の近

隣市町村と本市を結ぶ広域的な移動を担っています。 
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1.3.2  目指す移動サービスの体系 

 

○「住んでいるだけで健やかに幸せに暮らせるまち」の実現を目指し、自家用

車に頼らなくても、公共交通を利用して歩いて暮らせるまちづくりを推進し

ます。 

○多様な公共交通サービスが、それぞれの特性に応じて役割を分担し、連携し

合うことで、効率的かつ利便性の高い公共交通網の形成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 移動サービスの体系図 
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第2章  計画の具体目標 
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2.1  見附市地域公共交通計画の具体目標 

 

○見附市地域公共交通計画では、公共交通の課題等を踏まえて以下の 3 つの目

標を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
１. スマートウエルネスシティの推進 

・「住んでいるだけで健やかに幸せに暮らせるまち」を実現するためのエンジンとして、

市民が自由に移動できる公共交通網を形成します。 

・見附市内を運行する各公共交通の特性に合わせて役割を分担し、連携を強化するこ

とで、効率的かつ利便性の高い公共交通網を目指します。 

 
２. 公共交通の魅力を高める環境づくり 

・バリアフリー化、安全対策などのハード面の整備を進め、誰もが利用しやすい公共

交通を目指します。 

・市内公共交通の共通時刻表の作成や、Web での運行情報提供の改善など、利用しや

すい公共交通の情報提供を目指します。 

 
３. 公共交通を支えるシステムづくり 

・市民への公共交通の利用促進を継続的に行い、長期的に持続可能な公共交通を目指

します。 

・自家用車から公共交通への転換を促進します。 

・運賃収入以外の収入源を確保し、公共交通運営の安定化を図ります。 
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第3章  利便増進事業の全体計画 
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3.1  利便増進事業事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 地域公共交通利便増進事業 
出典：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き別冊（第 4版 令和５年 10月）  
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3.2  見附市地域公共交通計画に定めた施策と利便増進事業の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 利便増進事業 

要調整関係者と協議が整い、事業実施を行う了承が得られた利便増進事業 

※２ 協議中の事業 

要調整関係者との協議中、または実証実験等を行い検討を進めている利便増進事業 

  

施策
番号

施策名
利便増進
事業対象

協議済み
利便増進

事業
※1

【参考】
協議中の
利便増進

事業
※２

事業概要
要調整
関係者

①-1 要望が多い時間帯の増便

①-2 (コミュニティバス）ニーズを踏まえた運行内容の見直し

②-1 コミュニティバスとの接続改善

②-2 （路線バス）ニーズを踏まえた運行内容の見直し イ-②-(ⅱ) 〇

越後交通（株）廃止路線
沿線エリアについて、デ
マンド型乗合タクシー運
行エリアに設定

・越後交通（株）
・見附タクシー協議会
・地域住民

③-1 分かりやすい情報提供の実施

③-2 効率的で持続可能な運行内容への見直し ハ-⑦ 〇
デマンド型乗合タクシー
に予約システムを導入

・見附タクシー協議会
・地域住民

④-1 夜間の移動サービスの確保に向けた実証及び検討 イ-③ 〇
夜間の乗用タクシー事業
を補完する交通モード
の導入

・見附タクシー協議会
・地元飲食店舗

④-2 夜間タクシーの維持に向けた支援

⑤-1 コミュニティワゴン事業の継続

⑤-2 地域コミュニティでの活用促進

⑥-1 各公共交通の接続改善

⑥-2 交通結節点の機能強化

⑦-1 低床バスの導入

⑦-2 低床バス走行ルートの優先的な補修修繕

⑧-1 車外ラッピングの継続

⑧-2 車内展示イベントの実施

⑨ 見附駅周辺整備

⑩-1 自転車走行空間の整備

⑩-2 車両誘導看板の整備

⑪-1 PiPPAの導入

⑪-2 レンタサイクル事業の継続検討

⑫-1  Webでの運行情報提供の改善

⑫-2 電子決済の導入検討 ハ-④ 〇
地域間幹線系統路線へ
のキャッシュレス決済の
導入

・越後交通（株）

⑫-3 GTFSデータの整備

⑫-4 共通時刻表の作成

⑬-1 広報やコミュニティかわら版でのPR

⑬-2 出前講座等の実施

⑬-3 運転免許返納者への支援継続

⑬-4 小中学生の公共交通利用促進施策

⑭-1 地域事業者と連携した利用促進

⑭-2 イベントと連携した利用促進

⑮-1 適正な運賃のあり方検討 ロ-① 〇
デマンド型乗合タクシー
とコミュニティバスとの
通し運賃制度の導入

・越後交通（株）
・見附タクシー協議会
・地域住民

⑮-2 広告掲載の継続

⑯ ドライバーへの資格取得・確保支援

⑰-1 自家用車やコミュニティワゴン等を用いたライドシェア制度検討

⑰-2 自動運転バスの研究

⑰-3 地域資源の活用（企業送迎バスやスクールバスの活用）検討
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第4章  利便増進事業 
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4.1  路線バス運行エリアのデマンド型乗合タクシーへの転換 

 

(1) 対応する利便増進事業 

○イ-②-(ⅱ)．一の種類の道路運送事業（路線バス・一般タクシー）から他の

種類の道路運送事業へ転換 

 

(2) 目的 

○越後交通（株）が運行する「上見附車庫前＝浦瀬・新町＝長岡駅東口線」に

ついて、「田井-熱田」区間が 2025 年 10 月 1 日に運行を終了する予定となっ

ています。 

 ⇒運行終了区間について、デマンド型乗合タクシーを新たに導入することに

より、地域住民の移動の足の継続的な確保を図ります。 

 〇デマンド型乗合タクシーに転換し、従来のサービスレベル（4 本/日）と比

較してサービスレベルを向上（7 本/日）させることで、利用者の利便性の

向上を図ります。 

 〇併せて、街中での停留所を従来よりも増加させることで、利用者の目的地

の選択肢を広げ、利便性の向上を図ります。 

 〇地域間幹線系統（越後交通（株）が運行するバス路線）の停留所にて乗降

可能な運行エリア設定とし、路線バスに乗り継いで移動する利用者の需要

を取り込むなかで、地域間幹線系統の利用促進を図ります。 

 

(3) 事業の内容 

○越後交通（株）廃止路線沿線エリア（耳取・鳥屋脇・山崎）について、新た

にデマンド型乗合タクシーの運行エリア（葛巻地区ルート）に設定します。 

 

(4) エリア設定と運賃設定の考え方 

 a)  エリア設定の考え方 

○本事業における運行エリア設定の考え方は次ページに示します。 
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図 デマンド型乗合タクシーへの転換エリア 

  

0 

R7.10.1 

廃止路線 

田井-熱田 

耳取・鳥屋脇・山崎に対して 

新たにデマンド型乗合タクシー

（葛巻地区ルート）を導入 
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 b)  運賃設定の考え方 

○現在運行しているデマンド型乗合タクシーの内、葛巻地区ルートと同一の

運賃を導入します。 

 

 

 c)  運行事業者 

 〇本事業で新たに設定するデマンド型乗合タクシーの運行エリア（葛巻地区

ルート）については、中越交通株式会社を運行事業者として実施します。 

 

(5) 事業の実施スケジュール 

○事業実施は令和７年度中を目指し、以下のようなスケジュールで実施します。 

 

 

(6) 事業の効果 

 

  

令和８年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月～3月

エリア・運賃設定の決定

運行事業者協議

見附市公共交通活性化協議会

市民への広報活動

事業開始

令和7年度
項目

事業の効果 評価指標 目標値 

・従来、越後交通（株）の運行する路線バスが走行してい

たエリアについて、継続的に地域の移動の足の確保が

図れます。 

・デマンド型乗合タクシーは利用時に予約が必用ではあ

るものの、従来のサービスレベル（4 本/日）と比較し

てサービスレベルが向上（7 本/日）し、利用者の利便

性の向上が図れます。 

・街中での停留所が増加することにより、利用者の目的

地の選択肢が広がることで、利便性の向上が図れま

す。 

対象エリアにおける

公共交通カバー率 
100％ 
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(7) 事業の実施に必要な資金の調達方法 

○従来、越後交通（株）の廃止路線（本事業における該当路線）に対して本市

が負担していた補助金額相当分を充当するため、追加資金は不要。 

○計画前総事業費 

 デマンド型乗合タクシー総事業費約 7,000 千円（内自治体負担額 7,000 千円） 

 総事業費のうち葛巻地区運行総事業費約 150千円 

○計画後総事業費 

 デマンド型乗合タクシー総事業費約 7,400 千円（内自治体負担額 7,400 千円） 

 総事業費のうち葛巻・耳取地区運行総事業費約 550千円 

 

(8) 見附市による支援の内容 

 a)  各ステークホルダーとの協議・調整 

○各事業のステークホルダーとの調整協議を行い、事業者等の要望や意向を

よく把握しながら事業を進めます。 

〇運賃について、従来の路線バス利用時の運賃（耳取-上見附車庫：240 円）

よりも高い金額（デマンド型乗合タクシー：300 円）となることから、地

域住民に対して丁寧な説明を行い、理解を得ながら事業を進めます。 

 

 b)  運行経費の確保 

○本市の公共交通網を確保、維持していくため、今後も国の補助金等を活用

しながら持続的な運行体制及び資金の確保を行います。 

 

 c)  公共交通の案内の強化 

○Webでの運行情報「見附市コミュニティバスナビゲーション」や GTFSデー

タの整備等を実施し、今後も利便性向上に係る公共交通の案内の強化を実

施します。 
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4.2  デマンド型乗合タクシーとコミュニティバスとの通し運賃制度の導入 

 

(1) 対応する利便増進事業 

〇ロ-①．運賃または料金の設定 

 

(2) 目的 

○現在、デマンド型乗合タクシーの利用者がコミュニティバスに乗り継いで市

内を周遊する場合、デマンド型タクシーの運賃に加えてコミュニティバスの

運賃も必要となる状況にあります。 

 ⇒デマンド型乗合タクシーとコミュニティバスとの通し運賃制度を導入する

ことにより、デマンド型乗合タクシー利用者の負担軽減並びに街中での周

遊性の向上を図ります。 

 

(3) 事業の内容 

○デマンド型乗合タクシーの利用者に対してデマンド型乗合タクシー乗車証明

チケットを配布し、このチケットの提示によってコミュニティバスに無料で

乗車できる運賃制度を導入します。（デマンド型乗合タクシーとコミュニテ

ィバスの通し運賃制度） 

 

(4) 運賃設定の考え方 

○本事業における運賃設定の考え方は次ページに示します。 
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デマンド型乗合タクシーの通し運賃導入  

デマンド型乗合タクシー 

利用者はコミュニティバス

無料乗車 街中周遊促進 
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(5) 事業の実施スケジュール 

○事業実施は令和 8 年度中を目指し、以下のようなスケジュールで実施します。 

 

 

(6) 事業の効果 

 

(7) 事業の実施に必要な資金の調達方法 

○地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金制度による補助金を使用するた

め、追加資金は不要。 

○計画前総事業費 

 ・運行経費約 79,000千円、運賃収入約 14,000千円、国補助額約 4,000千円 

  自治体負担額約 61,000千円 

○計画後総事業費 

 ・運行経費約 79,000千円、運賃収入 13,950千円、国補助額約 4,000千円 

  自治体負担額約 61,050千円 

 

(8) 見附市による支援の内容 

 a)  各ステークホルダーとの協議・調整 

○各事業のステークホルダーとの調整協議を行い、事業者等の要望や意向を

よく把握しながら事業を進めます。 

 

 b)  運行経費の確保 

○本市の公共交通網を確保、維持していくため、今後も国の補助金等を活用

しながら持続的な運行体制及び資金の確保を行います。 

 

 c)  公共交通の案内の強化 

○Webでの運行情報「見附市コミュニティバスナビゲーション」や GTFSデー

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月～3月

通し運賃設定の決定

運行事業者協議

見附市公共交通活性化協議会

市民への広報活動

事業開始

項目
令和7年度 令和8年度

事業の効果 評価指標 目標値 

・通し運賃制度の導入により、デマンド

型乗合タクシー利用者が街中を周遊

する際の経済的負担が軽減され、街

中での周遊の促進が図れます。 

デマンド型乗合タクシー

運行地域における 

公共交通満足度 
（令和 6 年度市民アンケー

ト結果：60.5％※旧庄川地

区・北谷地区・上北谷地区・葛巻地

区・新潟地区における集計結果） 

対令和 6 年度比で 

増加※ 
※令和 8 年度実施予定の市

民アンケートにおける公共交

通満足度が、対令和 6 年度市

民アンケート比で増加 
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タの整備等を実施し、今後も利便性向上に係る公共交通の案内の強化を実

施します。 

〇市の広報媒体等を通じて本事業を周知し、利用の促進を図ります。 
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第5章  【参考】協議中の事業の概要 
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5.1  デマンド型乗合タクシーへの予約システム導入 

 

(1) 対応する利便増進事業 

〇ハ-⑦．地域公共交通の利用者の利便に資する措置 

 

(2) 事業の内容 

〇現状、デマンド型乗合タクシーについては運行内容や運行自体を知らない人

が多く、利用が一部の人に限られています。また、デマンド型乗合タクシー

を予約する際には、出発時間の 1 時間前までに電話にて予約を申し込む必要

がある他、予約受付時間が午前 7時～午後 7時までに限られています。 

⇒予約システムを導入することにより、効率的かつ利便性の高い運行による利

用者の増加、定着を図ります。 

 

(3) 実施スケジュールと体制 

施策 R7 R8 備考 

デマンド型乗合タクシーに予約シス

テムを導入 

適宜検討 

実施 

適宜検討 

実施 
R７より適宜検討・実施 

実施主体：見附市地域公共交通活性化協議会、見附タクシー協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 WEB予約フォームを使用する場合の予約方法イメージ 

※参考：見附市夜間オンデマンド乗合タクシー 
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5.2  地域間幹線系統路線へのキャッシュレス決済の導入 

 

(1) 対応する利便増進事業 

〇ハ-④．IC カード、クレジットカード又は二次元コードの導入その他の運賃

又は料金の支払いの円滑化 

 

(2) 事業の内容 

〇見附市では現在、市内を運行する路線バスがキャッシュレス決済に対応して

いないため、越後交通株式会社にて導入を進める路線バスのモバイル乗車券

について、同社が運行主体として見附市内を運行する地域間幹線系統路線の

車両への導入にかかる費用に対し、金銭的補助施策を実施します。 

⇒キャッシュレス決済の導入を促進することにより運行利便性を高めることで、

利用者の増加、定着を図ります。 

 

(3) 実施スケジュールと体制 

施策 R7 R8 備考 

地域間幹線系統路線へのキャッシュ

レス決済の導入 

事業者との 

協議・検討 

導入 

(補助実施） 

R7 までの事業者との協

議・検討内容を踏まえ、

R8 年度以降で導入に対

する金銭的補助を実施 

実施主体：見附市地域公共交通活性化協議会、越後交通株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 越後交通運行路線におけるスマホ定期券導入 

※参考：越後交通株式会社公表資料 
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5.3  夜間の乗用タクシー事業を補完する交通モードの導入 

 

(1) 対応する利便増進事業 

〇イ-③．自家用有償旅客運送の導入又は路線若しくは区域の変更 

 

(2) 事業の内容 

〇コロナ禍の影響やタクシー運転手の不足により、主に夜間を中心として、地

域経済や夜間の市民の足の確保に影響が出ていることから、夜間のタクシー

運転手や車両の確保を行うと共に、不足するタクシーを補完する新たな仕組

みの導入を図っていく必要があります。 

⇒道路運送法第 78 条第 2 号「自家用有償旅客運送」を法的根拠としながら、

夜間の乗用タクシー事業を補完する交通モードの導入を図ります。 

 

(3) 実施スケジュールと体制 

施策 R7 R8 備考 

夜間の乗用タクシー事業を補完する

交通モードの導入 
実証実験 適宜検討 

R7 までの実証実験結果

を踏まえ、R8 年度以降

で実施に向け適宜検討  

実施主体：見附市地域公共交通活性化協議会、見附タクシー協議会 

 

 

 

 

図 見附市夜間 AIオンデマンド乗合タクシー実証運行実験 

※参考：見附市夜間オンデマンド乗合タクシー 


